


　『この警告書はなに？？   ええっ！うちの製品が特許侵害してるって！？』

突然送られてきた警告書。いったいどう対処すればよいのでしょうか・・・。

日本知的財産仲裁センターはそんな悩める方々のご相談をお受けしています。

四国には 2009 年に四国支所が設立され、このたび 5周年を迎えることができました。

このセミナーでは知財紛争の合理的解決手段とともに、日本知的財産仲裁センターの

活動を紹介いたします。 

「日本知的財産仲裁センター四国支所 5周年記念セミナー」
参 加 申 込 書

日時：平成 26年 10 月 10 日（金）　13:30 ～

場所：高松シンボルタワー内　第 1小ホール
　　　高松市サンポート 2-1　ホール棟 4階
　　　TEL：087-825-5000
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